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札幌市中央区北四条西3-1  北海道建設会館内
青森市安方2-9-13  青森県建設会館内
盛岡市松尾町17-9  岩手県建設会館3階
仙台市青葉区支倉町2-48  宮城県建設産業会館6階
秋田市山王4-3-10  秋田県建設業会館内
山形市あさひ町18-25  山形県建設会館4階
福島市五月町4-25  福島県建設センター内
水戸市大町3-1-22  茨城県建設センター内
宇都宮市簗瀬町1958-1  栃木県建設産業会館2階
前橋市元総社町2-5-3  群馬建設会館内
さいたま市南区鹿手袋4-1-7  埼玉建産連会館内
千葉市中央区中央港1-13-1  千葉県建設業センター1階
中央区八丁堀2-5-1  東京建設会館内
横浜市中区太田町2-22  神奈川県建設会館内
新潟市中央区新光町7-5  新潟県建設会館内 
富山市安住町3-14  富山県建設会館内
金沢市弥生2-1-23  石川県建設総合センター内
福井市御幸3-10-15  福井県建設会館内
甲府市丸の内1-13-7  山梨県建設会館内2階
長野市南石堂町1230  長建ビル内
岐阜市藪田東1-2-2  岐阜県建設会館内
静岡市葵区黒金町11-7  大樹生命静岡駅前ビル12階
名古屋市中区栄3-28-21  愛知建設業会館内
津市桜橋2-177-2  三重県建設産業会館内
大津市におの浜1-1-18  滋賀県建設会館内
京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町645  京都建設会館内
大阪市中央区北浜東1-30  大阪建設会館1階
神戸市西区美賀多台1-1-2  兵庫建設会館内
奈良市高天町5-1  奈良県建設会館内
和歌山市湊通丁北1-1-8  和歌山県建設会館内
鳥取市西町2-310  鳥取県建設会館内
松江市西嫁島1-3-17  島根県建設業会館内
岡山市北区平和町5-10  岡山建設会館内
広島市中区八丁堀11-28  朝日広告ビル5階
山口市中央4-5-16  山口県商工会館4階
徳島市富田浜2-10  徳島県建設センター2階
高松市磨屋町6-4  香川県建設会館内
松山市二番町4-4-4　愛媛県建設会館内
高知市本町4-2-15  高知県建設会館2階
福岡市博多区博多駅東3-14-18  福岡建設会館2階
佐賀市城内2-2-37  佐賀県建設会館内
長崎市魚の町3-33  長崎県建設総合会館3階
熊本市中央区九品寺4-6-4  熊本県建設会館内
大分市荷揚町4-28  大分県建設会館内
宮崎市橘通東2-9-19  宮崎県建設会館内
鹿児島市鴨池新町6-10  鹿児島県建設センター内
浦添市牧港5-6-8  沖縄県建設会館2階 
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各相談コーナー各相談コーナー

170-8055　東京都豊島区東池袋1-24-1　ニッセイ池袋ビル20階　　　　　　　　　　　　　　　（月～金　9：00～17：15）
制度全般 03-6731-2830～2831
電子申請関係 03-6731-2832
契約関係 03-6731-2849 退職金関係 03-6731-2846～7
更新関係 03-6731-2850 移動通算関係 03-6731-2851
ホームページ ・ 広報関係　　　　03-6731-2866～7
各種調査関係 03-6731-2843
共済証紙関係 03-6731-2871～2

03-6731-2895

03-6731-2874

本 部
東 京
大 阪

170-8055
104-0032
540-0031

東京都豊島区東池袋１-２４-１  ニッセイ池袋ビル20階
東京都中央区八丁堀2-5-1  東京建設会館内
大阪府大阪市中央区北浜東1-30  大阪建設会館内

03-6731-2841
03-3551-5276
06-6941-3690

03-6731-2896
03-3206-8110
06-6941-3489

国の制度なので安全確実かつ簡単

退職金は国で定められた基準により計算して
確実に支払われます。手続きはきわめて簡単
です。
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33

国の
つ

11

退職金は企業間を通算して計算

退職金は、働く企業がかわってもそれぞれの
期間を全て通算して計算されます。

国が掛金の一部を負担

新たに加入した労働者（被共済者）には、国が
掛金の一部（初回交付の手帳の50日分）を補
助します。

66

この制度は、建設現場で働く方々のために、「中小企業退職金共済法」という
法律により国が作った退職金制度です。

66

制度
の特長

掛金は損金扱い
掛金は、法人では損金、個人では必要経費として全額非課税となります。

経営事項審査で加点
公共工事の入札に参加するための経審において、制度に
加入し履行している場合には、加点評価されます。

電子申請で手続き可能

掛金は、インターネットを利用して電子的に納付することも
可能です。これにより、事業主は、共済証紙の購入・貼付・消印
および共済証紙の現物管理が不要となります。また、労働者
はいつ、どこの事業主で掛金が納められたか確認すること
が出来るため、掛金納付実態の透明化が図れます。
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55

（法人税法施行令135条第1号、 所得税法施行令第64条2項）

事業主の方は、現場で働く方々の共済手帳に働いた日数に応じて、掛金となる
共済証紙を貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、建退共から
退職金を支払うという、いわば業界全体での退職金制度です。

建退共適用工事
現場で働く方は、雇用主が建退共に加入していれば、
退職金を受け取ることができます。

工 事 名 発 注 者 名

元請事業所名 契約者番号

独立行政法人　勤労者退職金共済機構

建退共事業本部
〒170-8055　東京都豊島区東池袋1-24-1 　ニッセイ池袋ビル20階　☎03（6731）2831

労働者の方へ
退職金は、掛金納付月数が12月（21日分を1か月と換算）以上になって、
建設関係の仕事をしなくなったときなどに、本人へ直接支給されます。
雇用主が建退共に加入しているか調べることができます。
事業主の方へ
退職金制度の適用を受けられますので、建退共に未加入の下請事業主は加入しましょう。
共済証紙貼付方式以外に電子申請方式も利用できます。退職金共済手帳の更新手続きを忘れずに。

建退共ホームページで加入事業所検索
をクリック。
左上の元請事業所ではなく、雇用主を
検索してください。

建　退　共

適用標識（シール）の掲示
発注者から工事を受注した場合、現場事務所・
工事現場の出入り口の見やすい場所に、標識を掲示
してください。標識は建退共の支部にあります。


